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はじめに 

困難な問題を抱える若年女性に対する支援は、近年、必要性が増しています。これま

で、婦人保護事業として支援が行われてきましたが、若年女性が抱える問題は多様化・

複雑化・複合化しており、また、昨今の新型コロナウイルス感染症による影響を受け

て、支援を必要とする女性は増加しています。 

 

こうした状況の中、官民一体となって困難な問題を抱えている女性の自立を包括的に

支援する新たな制度が必要との提言を踏まえた動きが進められています。 

平成 30年度に創設された「若年被害女性等支援モデル事業」では、公的機関と民間

団体が密接に連携し、夜間の見回り・声掛け等のアウトリーチ支援や居場所の確保、相

談対応、自立支援等の支援を行ってきました。令和２年度までのモデル事業の成果を踏

まえ、令和３年度からは「若年被害女性等支援事業」として本格実施に移行していま

す。 

その本格実施を踏まえ、全国各地の民間支援団体や自治体の担当者等に対し、若年女

性を対象とした支援事例や支援ノウハウ等について周知するとともに、支援マニュアル

を作成し、全国展開を図ることを目的に、令和３年度に「困難な問題を抱える若年女性

の包括的な支援に関する調査研究」ワーキングチームを設置し、アンケート調査の実

施、セミナーの開催、支援マニュアルの作成等について検討を行ってきました。 

アンケート調査では、困難な問題を抱える若年女性（家庭関係の破綻、居場所がなく

家を出た若年女性、性虐待や性搾取の被害者、生活困窮等）を対象とした支援（夜間見

回り・声かけ等のアウトリーチによる支援等）について実施状況や課題等を把握すると

ともに、セミナー開催を通じて、若年女性を支援するにあたり知っておくべき支援の実

態や課題等について広く周知を図りました。 

 

それらを通じて得られた内容を踏まえ、全国各地において、官民一体となった若年女

性支援の取組が実施されることを目的に、支援の実施に資するマニュアルを作り活用し

てもらえるよう、本マニュアルを作成しました。 

若年女性の支援においては、地域に存在する社会資源（民間団体、自治体・婦人相談

所・婦人相談員・婦人保護施設等）が、それぞれの強みを活かした地域連携・官民連携

により、支援を必要とする若年女性に支援が行き届くことが望まれます。その実現に向

けて、本マニュアルをご活用いただければ幸いです。 

 

 

令和４年３月 

 

 

「困難な問題を抱える若年女性の包括的な支援に関する調査研究」ワーキングチーム 

座長 堀 千鶴子  
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●本マニュアルの趣旨 

本マニュアルは、困難な問題を抱える若年女性に対する支援を行うにあた

り、民間団体、自治体・関係機関の職員や相談員の参考となるよう、若年女

性支援の流れ及び支援の際のポイントについて、これまで民間団体や自治

体・関係機関が蓄積してきた若年女性支援に関する知見や支援の際の留意点

などを踏まえ、スタートアップマニュアルとしてまとめたものです。 

このマニュアルに沿った支援を全国で画一的に実践いただくことが目的で

はなく、各民間団体及び自治体・関係機関が行う多様な支援のあり方に合わ

せて、柔軟に活用していただきますようお願いいたします。 

なお、本マニュアルは、困難な問題を抱える若年女性に対する支援マニュ

アルの第 1弾として作成したものであり、今後も随時見直し・改善を行って

いきます。 

 

●本マニュアルの対象 

困難な問題を抱える若年女性支援を行う民間団体及び自治体・関係機関等

の職員や相談員にご活用いただくことを想定し作成しています。 
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Ⅰ．支援のための基本的事項（押さえておくべき知識・情報）  
 

１．困難な問題を抱える若年女性を取り巻く環境 

（１）困難な問題を抱える若年女性とは 

国内には、性暴力・性被害、DV、虐待、貧困、いじめ、仕事や学校に行きたくな

い、親に言えない悩みがある、居場所がない、寂しい、悲しい、辛い、死にたいな

ど、苦しさの原因が何なのかもよく分からないまま、心に SOSや生きづらさを抱えて

いる少女や若い女性たちがいます。 

こうした様々な困難を抱えた若年女性については、自ら悩みを抱え込み、問題が顕

在化しにくく、公的な支援につながりにくいといった側面が指摘されており、公的機

関と民間団体とが密接に連携し、個々のケースに応じたきめ細かな支援を行うことが

必要とされています。 

 

（２）我が国における若年女性の支援の位置づけ 

我が国における若年女性の支援は、これまで婦人保護事業として実施されてきてい

ます。婦人保護事業は、昭和 31年制定の売春防止法に基づき、「性行又は環境に照し

て売春を行うおそれのある女子」（要保護女子）の「保護更生」を図るための事業とし

て始まった事業ですが、その後、社会経済状況等の変化を踏まえて、支援ニーズは多

様化してきました。 

こうした状況を踏まえ、平成 13年に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（平成 13年法律第 31号）が制定され、ＤＶ被害者を婦人保護事業の対象と

して法定化し、ストーカー被害者や人身取引被害者、家族関係の破綻や生活の困窮

等、正常な社会生活を営むうえで困難な問題を有する者等についても、婦人保護事業

の対象として運用しています。 

しかし、根拠法である売春防止法は、制定以来一度も抜本的な見直しが行われてお

らず、多様化・複雑化・複合化した問題を抱える若年女性の支援に十分対応できてい

ない状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【若年女性が直面する複合的困難】 

①家族関係の悪化や家族の崩壊、きょうだい間の差別 

②親からの暴力、親やきょうだいからの性虐待、性暴力・性被害 

③貧困・経済的困窮 

④性搾取 

⑤居場所の喪失、社会的孤立 

⑥学校教育からのドロップアウト（いじめ、不登校、高校中退） 

⑦就労機会・継続からの排除やドロップアウト、不安定な就労環境・低賃金 

⑧予期せぬ妊娠、中絶とそのトラウマ、孤立した環境での出産と子育て 

⑨心身の健康の侵害や障害－うつ、精神疾患や精神障害、知的障害、発達障害 

⑩自死念慮、自殺未遂、リストカット・オーバードーズ（自傷行為）      など 
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２．困難の背景 

（１）自治体・民間支援団体から始まった若年女性支援の取組 

若年女性の問題が取り上げられるようになり、国が政策化したのは、近年のことで

す。平成 20年のリーマンショックにより若年男性の貧困が社会問題化しましたが、若

年女性について取り上げられることはありませんでした。 

こうした状況の中、横浜市が若年女性の不就労問題に着目し、若年女性の困難な状況

やその背景、直面している課題や将来への希望等の把握を目的として、「若年女性無業

者の自立支援に向けた生活状況調査」を平成 20年に実施しました。その結果を受け、

就労講座等が実施されましたが、一部自治体への展開にとどまり、広く展開されるまで

に至りませんでした。 

一方、同時期から複数の民間支援団体が若年女性支援の活動を始めたことを契機に、

性暴力・性搾取問題が顕在化し、国が政策化するに至りました。 

 

（２）見えない存在であった若年女性 

若年女性問題が顕在化しなかった理由として、これまでの社会における若年女性が見

えにくい存在であったことが挙げられます。若年女性は、扶養され、庇護される存在と

して社会で位置づけられるとともに、性の商品化の対象として扱われることも多い状況

にあります。 

また、問題を抱えやすい若年女性は、自分の経験や気持ちを言語化することが苦手で

あること、自尊感情が弱く自己評価が低いこと、自己避難の気持ちが強く自己責任論と

して内面化してしまう方が多いことから、社会課題として捉えられずにいた背景がある

ものと考えられます。 

 

３．困難な問題を抱えた若年女性の現状と支援における課題 

（１）性被害、虐待等の現状 

若年女性が抱える困難な問題の一つである子どもの性被害（児童性的搾取等）の現状

を見ると、令和２年における児童買春事犯等（児童買春、淫行させる行為（児童福祉

法）、みだらな性行為等（青少年保護育成条例））の被害児童数は 1,531 人となってい

ます。また、SNSに起因する事犯の被害児童数は平成 25年度以降増加傾向にあり、令

和２年は平成 28年から 4.8％増加し、1,819 人となっています。 

虐待の現状に関して、子どもの虐待により死亡に至った事例の直近の件数を見ると、

平成 31年４月１日から令和２年３月 31日までの間に発生し、又は表面化した子ども

虐待による死亡事例は 72例（78人）（心中事例を除くと 56例（57 人））となってい

ます。また、死亡事例のうちネグレクトが死因となった子どもの死亡時の年齢が「0日

児」において、死亡時における実母の年齢は 15歳～29歳が多くなっており、実母の

成育歴をみると「10代での妊娠・出産の経験」「ひとり親家庭」が多くなっています。 
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●児童買春事犯等 検挙件数・検挙人員・被害児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●SNS 罪種別の被害児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価専門委員会 資料 

 

●子どもの死亡時における実母の年齢（０日児死亡） 

 

 

 
 

※第５次報告から第 16 次報告の心中以外の虐待死事例のうち、死因となった虐待の種類が 
ネグレクトの事例における 0 日児死亡の場合 

出典：子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について 
社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 第 17 次報告  
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（２）コロナ禍での若年女性への影響 

近年、若年女性から寄せられる相談件数は増加傾向にありますが、コロナ禍の影響で

若年女性が抱える困難はより大きくなり深刻さを増しています。 

女性就業者数の減少（飲食業、宿泊業等）や非正規雇用労働者の先行き不安の増加な

ど、経済的困窮につながる影響が生じており、若年女性はこうした影響が他の年代より

も収入・人間関係・育児・結婚等に直結することから、不安の増加につながっていま

す。 

こうしたことから、コロナ禍以降、女性の自殺者数は増加傾向にあり、令和３年度の

女性の自殺者数は 7,068 人となっています。 

 

●自殺者数の年次推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

●職業別自殺者数の年次推移 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：厚生労働省資料「令和３年中における自殺の状況」  
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コラム コロナ禍における若年女性の相談件数の増加  

 
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、外出自粛が求められる中、家庭等に居

場所のない若年女性から寄せられる相談件数は、コロナ禍以前より全国的に増えてい
ます。 
 

＜特定非営利活動法人 BOND プロジェクトに寄せられた相談件数＞ 
 
●相談件数 

（件） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（令和３年１月～12月） 
 
●LINE 相談件数【都道県別】 

（件） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（令和３年１月～12月） 

 

出典：特定非営利活動法人 BOND プロジェクト提供資料 
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（３）公的機関による若年女性支援の課題 

困難な問題を抱える若年女性は、悩みを抱え込む傾向が強く、行政等の公的機関への

相談はハードルが高いなどの理由から、支援につながっていないことが指摘されていま

す。一方、公的機関による支援の窓口は、当事者からアプローチがあることを前提とし

たスタイルが多く、かつ若年層の生活やコミュニケーションスタイルに合わない相談方

法となっていることから、困難な問題を抱える若年女性と出会う有効な機会となってい

ない現状があります。 

支援制度や支援施設についても、大人の相談員への不信感や価値観のずれ、集団生活

の様々な規則（携帯、外出制限等）になじむことが難しいなど、若年女性の実態と合致

していないという課題があります。 

また、自治体は、見守りや個別支援・専門的支援の必要性を認識している一方で、専

門職を含めた人員配置や予算が不十分であることから、対応に苦心している実情もあり

ます。 

 

（４）民間団体による支援 

若年女性支援を率先して行ってきたNPO等の民間団体では、より世代の近い当事者

性のある女性が、公的支援につながらず制度の隙間にいる若年女性に対し、団体の独自

性を活かした中長期にわたる継続的支援を行っています。若年女性支援において民間団

体が担う役割は大きく、その活躍が期待されますが、行政との関係性や運営面におい

て、継続した支援を提供していくために解決しなければならない課題も抱えています。 

 

４．国の動向 

こうした状況を踏まえ、国が平成 30年７月に設置した「困難な問題を抱える女性へ

の支援のあり方に関する検討会」では、婦人保護事業の運用面における見直し方針や、

困難な問題を抱える女性への支援のあり方についての検討を進め、「婦人保護事業を売

春防止法から切り離し、官民一体となって困難な問題を抱える女性たちの支援を包括的

に支援する新たな制度が必要」との提言をとりまとめました。 

平成 30年度から実施した「若年被害女性等支援モデル事業」では、様々な困難を抱

えた若年女性について、個々のケースに応じたきめ細かな支援を行うため、公的機関と

民間団体が密接に連携し、アウトリーチから居場所の確保、公的機関や施設への「つな

ぎ」を含めたアプロ―チを行う仕組みを構築して自立の推進に取り組んできました。そ

して、令和３年度からは「若年被害女性等支援事業」として各自治体での実施が推進さ

れています。 

令和４年度からは、新たな女性支援の担い手としての民間団体と、従来からの担い手

（自治体・婦人相談所・婦人相談員・婦人保護施設）が、それぞれの強みを生かした官

民協働による支援を強化していくこととしています。 
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Ⅱ．支援の実態 

１．若年女性支援に取り組むにあたり検討すべきこと 

 民間団体等が若年女性支援に取り組む際には、まず、取り組む支援の全体像を検討

し、支援の段階の中でどの部分を手掛けるか、どのような内容の支援を行うか検討する

必要があります。あわせて、若年女性が抱える問題の現状や課題を認識し、地域資源と

してこの問題に対応できる可能性がある関係機関を整理します。それぞれの機関が得意

とする領域をカバーしつつ、お互いに連携することで、多様な若年女性の課題を漏れな

くサポートしていける状態をめざします。 

なお、支援を行うにあたっては、最初に相談を受けた民間団体等が全てを解決しなけ

ればならないものではありません。前述したとおり、若年女性が抱える問題に応じて支

援の受け皿となる公的機関や民間団体があり、様々な支援制度があるため、当事者に寄

り添いながら、必要な支援制度を提供している関係機関と連携していくことが重要で

す。 

 〔ポイント〕 

 ・自分たちの主たる支援領域と支援内容を固める 

 ・若年女性が抱える問題の全体像を理解し、主たる問題に対応するための支援領域を把

握する 

 ・若年女性が抱える各問題に対して、対応する関係機関を把握する 

 ・問題により関係機関へのつなぎというサポートもできるよう、各関係機関と課題を共

有し、関係機関と連携できる関係性をつくっていく 

 

 〔困難な問題を抱えた若年女性の実態〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定非営利法人 BOND プロジェクト提供資料を加工して作成）  

学校

状況を変えるには、家出しか方法が思いつかない

家 公的機関

• 情報を知らない
• 手続きが煩雑で時間が

かかると思っている
• 過去の相談経験から抵

抗がある 等

• 家のことは話せない
• いじめ、教師との不和

がある
• 学校にいけていない

等

• 虐待されている
• 安心できない場である
• 食べるものがない 等

行くあてがな
く彷徨う

未成年で、
身分証がない

お金がない
働けるところ

がない

店が閉まって
いられる場所

がない

生じる事態

SNSを利用して居場所を求める、街で声をかけられた人について行く

犯罪に巻き込まれる
リスク

性被害・性的搾取の
リスク

希死念慮に至る
おそれ

SNSで簡単に人とつながれるなか、「すぐに行ける場所、受け入れてくれる人、困っている自分を
助けてくれる人、寂しい時に一緒にいてくれる人」と思ってしまう
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 〔困難な問題を抱える若年女性に対する支援イメージ〕 

困難な問題を抱える若年女性に対する支援には、以下のようなものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔若年女性が抱えやすい困難な問題と関係機関のつながりのイメージ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※赤枠は若年女性が抱えやすい困難な問題、青枠は関係機関を示しています。 

   

 

ハイリスクな
若年女性相談対応 自立支援

居場所提供

アウトリーチ支援
対応機関等への

紹介

手続き等への
同行サポート

性被害

民間団体

警察

性暴力

性被害

ワンストップ

支援センター

弁護士

犯罪被害 ストーカー

妊娠

SOS

ネット

トラブル

家出

JK

ビジネス

援助交際

妊娠・中

絶・出産

不登校・
いじめなど
学校の問題

仕事

福祉事務所

ハロー

ワーク

学校

学校・友人

役所

（健康）

対人

恋愛

LGBT

DV

自傷行為

役所

（男女共同）

男女共同参画

センター

カウンセラー

役所

（子ども・家庭）

暮らし

（居場所ない）

子育て 健康問題

家族 引きこもり

貧困

児童相談所

虐待

婦人相談所

保健師

心の状態        

病院

自殺念慮

婦人相談員

障害

役所

（障害）

女性相談

センター

婦人保護

施設

薬物

児童養護

施設
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２．若年女性の状態像を理解する 

 困難な問題を抱える若年女性は、自ら悩みを抱え込み、公的な支援につながりにくい

面があることに加え、公的機関につなげても制度上の限界等により支援に至らない、公

的機関の支援と合わず支援から逃れてしまう場合等もあります。その背景には、公的機

関による支援に対する当事者の心理的ハードルの高さや情報不足があります。また、過

去の支援の不適合の経験等から不信感を持ってしまうケースもあります。 

 支援に至らない場合においては、そもそも支援を受けられること（支援に関する情報

等）を知らなかったり、これまでの経験から人間不信に陥っており、かつ安全な大人と

の接点がない場合等は相談に行かない・行けない状況となっていることが考えられま

す。特に、性被害や性的搾取の被害を受けた若年女性は、精神的な不安を抱えており、

自ら公的な機関に助けを求めることは難しく、また、保護のニーズが高まる夜間や休日

に開いている公的機関等が少ないことも、支援に至らない理由として挙げられていま

す。 

 これまでに公的な支援につながった経験がある場合、例えば、児童相談所での一時保

護経験等から、公的支援に相談することをためらってしまうことが考えられます。 

このように、困難な問題を抱える若年女性は、支援からこぼれおちやすく、支援の手

を差し伸べても支援に至らない、支援から逃れてしまう存在であることを理解しておく

必要があります。 

 

３．支援・アプローチの姿勢 

 若年女性支援を行うにあたっては、以下のような支援・アプローチの姿勢で臨むこ

とが重要です。 

 

●寄り添う姿勢：支援・被支援と一方向の関係性ではなく、相手の関心・状態に寄り

添う姿勢で接する。 

 

●長期間にわたるつながり：相談者が自分のペースで出来事や気持ちを自由に表現

し、また、信頼関係を築くまでは時間がかかるため、長期間にわたりつながれる

体制が必要。 

 

●聞く姿勢、相談者の希望に沿う姿勢：支援策に誘導するのではなく、困っている状

況を聞く姿勢で、相談者の希望に基づく支援を提供する。 

 

●細やかな意識をもって接する：困難な問題を抱えた女性は他人の接する態度等に敏

感であり、支援者側をよく見ていることから、仕事や立場があるから対応してい

ると感じさせないように、当事者に寄り添い、細やかな意識をもって接する。 
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●対象者の類型化、対応の定型化はしない：相談者により抱えている問題が異なるこ

とから、安易な対象者の類型化、対応の定型化はせず、当事者の状況や気持ちに

真摯に向き合う。 

 

４．支援の流れをおさえる 

 支援は、主に次のような流れで進んでいきます。対象者の状況や、関連機関とのつな

がり等によっても異なりますが、大きく４つのプロセスにわけてご紹介します。 

 

 〔支援の概要図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

密接な連携

支
援
が
必
要
な
女
性

ネットに
よるアプ
ローチ

街頭での
発見

居場所等
での相談

…

LINE

電話
メール
オンライ
ン相談

出張相談・面談
・公的な機関へのつなぎ、同行支援等

民間シェルター

婦人相談所・婦人相談員

・相談対応、ニーズ把握、公的な
支援機関（福祉事務所等）や支援
制度（公営住宅、生活保護、生活
困窮者自立支援、諸手当等）の活
用支援など

婦人保護施設
一時保護

（必要に応じて）伴走支援

物資支援等

発見・アウトリーチ 相談支援 施設、シェルター
等での保護

自立支援
アフターケ
ア

ア
フ
タ
ー
ケ
ア
・
自
立
支
援

官民が協働 それぞれの長所を活かして支援を要する女性のニーズを踏まえた支援

自立支援計画の策定
就労支援
金銭管理、生活収穫
獲得支援、服薬管理、
メンタルケアなど

相談のしやすい相談
対応（SNS活用、同
世代の相談員配置等
の配慮、３６５日対
応など）

支援を受けられること
に気づかない人を相談
につなげる
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支援プロセス１：発見・アウトリーチ 

 

（１）発見・アウトリーチとは 

●街頭パトロールやネットパトロール等、多様な手段により若年女性と出会う      

 発見・アウトリーチでは、夜間の街頭パトロールによる声掛けや、ネットパトロール

（インターネット上でのパトロール）等を行います。 

 街頭パトロールでは、家出をして居場所がない若年女性がいないかなどに留意し、繁

華街の路上等を見て歩きます。 

 ネットパトロールでは、SNS上での発信や掲示板への書き込み等を見ていきます。

その際、若年女性を対象に害を加える側からの書き込みもパトロール対象となります。 

インターネット上には、「SNSを通じて、見知らぬ人に安易に頼ってしまう」「自殺ほ

う助の書き込みとつながってしまう」といったリスクがたくさんひそんでいます。 

 このように、多様な手段を通じて、困難な問題を抱える若年女性と出会うことが必要

です。 

  

（２）街頭パトロールで問題を見つける 

●話を聞かせてほしいというスタンスで接し、相手の意向を尊重する            

 家出しても行く先がなくお金もない場合、路上で彷徨ってしまうことになります。夜

間見回り等の街頭パトロールも、アウトリーチ支援の１つです。話を聞かせてほしいと

いうスタンスで、気になった子がいたら声をかけていきます。相手が嫌がったら無理に

追わない、連絡先だけ渡して切り上げるなど、相手の意向を尊重します。なお、安全を

確保するため、パトロールの際は必ず複数人で行うことが重要です。 

 
 〔街頭パトロールのポイント〕 

ポイント 観点の例 

気になる子の発

掘 

次のような様子に注目し、困難を抱えていないかを推測する 

・季節感にあっていない服装をしている 

・天気なのに傘を持っている 

・路地裏やロッカー周辺等に座っている 

・出会い系カフェから出てきた 

・あてもなくうろうろしている  等 

声をかける時 ・話を聞かせてほしいというスタンスで、相手の意向にあわせ

て進める 

・話す気になってくれているか、数分なのか数十分とれるの

か、場所はそのままがよいか移動してもよいか、等を確認し

ながら進める 

・アンケートに協力してくださいという声がけで始める 
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ポイント 観点の例 

話を進める時 

切り上げる時 

・当人から積極的な相談があれば次につなげるが、原則は話を

聞くことにとどめて、最後に「よかったら知っておいて」と

相談先カードを渡すような形で切り上げる 

・菓子や化粧品等を携帯し、喜んでもらえるようなら渡して切

り上げるのも有効 

その場で保護対

応が必要になっ

た時 

・一時保護するためのシェルター等をすぐ紹介できる場合はつ

なげるが、すぐにつなげられない場合でも、民間の宿泊先等

を活用し、翌日行政相談に同行するなど、臨機応変に考える

とよい 

 

 

（３）ネットパトロールで問題を見つける 

●若年女性側の発信と合わせて、加害者側の発信もパトロール対象となる          

 Twitter などインターネット上での書き込みを定期的にチェックするのが、ネットパ

トロールです。困難な問題を抱えた若年女性側が発信している情報だけでなく、「泊め

てあげるよ」などと誘い害を加えようとする側の発信もパトロール対象となります。警

察でも生活安全課がサイバーパトロールしていますので、連携先の１つとして考えられ

ます。 

 

 〔ネットパトロールのアプローチ例〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定非営利法人 BOND プロジェクト提供資料を加工して作成）  

 

匿名掲示板

SNS

インターネット広告

悩み相談サイト

通報

♯ハッシュタグで検索し、
ユーザーを見つける。
コメント、ダイレクト
メッセージで声かけ。

それぞれの掲示板が持つ
特性、雰囲気に対応し、
必要時に相談先一覧の紹
介等の書き込み。

「死にたい」などのキー
ワードを設定し、その検
索時に支援団体の広告が
表示されるような設定。

メンタル関連カテゴリー
を中心に検索し、相談先
一覧の紹介などの書き込
み。

自殺者募集や、家出少女
への声かけなど、危険度
が高いと判断した場合に
は通報機関に連絡。

支援団体への
相談に

つなげる
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 〔ハイリスクな書き込みを見つけるポイント〕 

ポイント 観点の例 

SNSハッシュタグ

で検索 

「死にたい」「泊めて」「家がない」等をつけた書き込みを見
つけていく 

若い人の検索する

サイトを重点的に

見る 

中高生がよく見るようなコミュニティサイトを、詳しい人等
にきいてピックアップし、定期的に書き込みをチェックする 

テーマが近しい相

談サイト等を重点

的に見る 

悩み相談するようなサイト等を検索等で探し、定期的に書き
込みをチェックする 

検索ワードに対応

する広告を活用 

「死にたい」等で検索した時に、相談先表示等ができるよう

検索対応広告を活用する 

 
 〔見つけた書き込みを判断していくポイント〕 

ポイント 観点の例 

書き込みの内容を

しっかり読み込む 

すぐ介入したほうがよさそうかどうか、切迫度等を書き込み

から判断する 

過去の書き込みに

さかのぼる 

プロフィールや過去の投稿等を見ながら、リスクの度合いを

検討する 

加害者側の書き込

みをハッシュタグ

等で検索する 

「泊めてあげるよ」「迎えにいくよ」「殺してあげるよ」とい

った書き込みを見つけていく 

 
 〔見つけた書き込みにコンタクトする時のポイント〕 

ポイント 観点の例 

SNS書き込み等個

人連絡がとれる場

合 

書き込みに「いいね」と反応する／個別にDM を送ってみる

（切迫度が高い場合になるほど、個別連絡の必要性が想定さ

れる） 

SNSへのオープン

な書き込みができ

る場合 

相談先の情報やリンクを書き込む／支援団体名を名乗ってコ

ンタクト先を書き込む等 

匿名掲示板への書

き込みの場合 

相談団体の一覧を紹介するなど、その内容によって合わせ

て、回答者のふりをしてアプローチする／支援団体名を名乗

ってコンタクト先を書き込む等 

ネガティブな検索

をした段階での予

防をめざす場合 

「死にたい」等想定されるハイリスクなキーワードを設定

し、その検索時に防止表示が出るようなインターネット広告

をつかう 

加害者側の書き込

みで危険度を感じ

る場合 

書き込みに対して反応している女性を確認する／犯罪性が高

そうな場合は、警察のサイバーパトロールに相談する 
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主な連携機関 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

（４）発見・アウトリーチにおける主な連携機関 

 発見・アウトリーチにおいては、街頭パトロール、ネットパトロール等を行う民間団

体、警察、行政所管課等が連携先となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
若
年
女
性 発信・相談 

発見・ 
アウトリーチ 

民間団体 

警察 

行政所管課 

76.6 

45.4 

14.3 

1.1 

11.7 

14.0 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談及び面談（電話・メール・SNS 等）

自立支援（学校や家族との調整、就労支援、

医療機関との連携による支援等）

居場所の提供

夜間見回り・声掛け・ICT を活用したアウトリーチ

その他

行っている支援はない

無回答
全体(n=1,019)

コラム 困難な問題を抱える若年女性に対する支援の実施状況 

各自治体において、「相談及び面談（電話・メール・SNS等）」は多く行われて

いますが、居場所の提供やアウトリーチの実施は少ない状況となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

出典：「困難な問題を抱える若年女性の包括的な支援に関する調査研究」に係るアンケート調査 
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■取組団体 
特定非営利活動法人 そだちの樹（福岡県福岡市） 

 
■事業内容 

居場所のない子どもの自立支援をサポートするために、平成 24年に設立。相談
窓口（電話・メール）の運営、福祉や法律の専門家によるサポート、フリースペー
スなどの居場所づくり、そして研修や講演を通じた啓発活動を行っています。 

（団体Web サイト：https://sodachinoki.org/） 
 
■取り組みのポイント・工夫 
①見回りによるアウトリーチ支援 

夜間の見回りによる声がけ、居場所（たまりば café）のビラ配りを実施してい
ます。たまりば café とは日時を決めて開催するフリースペースで、気軽に立ち寄
ってもらいたい場として運営しています。 

 

②インターネット上でのアウトリーチ支援 
SNSや掲示板の書き込みを定期的にパトロールし、LINE 相談の連絡先などを書

き込む活動をしています。また、まずは活動を見てほしいと、Instagram や
Twitter で活動内容を発信し、そのリンクをコメント時に付けて案内することもあ
ります。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■課題・苦労している点 

近年支援を行う中で、次のような点を感じつつ、大き
な問題になる前にいかにつながるか、模索しながら進め
ています。 

・ コロナ禍で外にも行くことができない人もいるのではな
いかと推察される。 

・ 若年女性本人が、ヘルプを出すべきことだと認識してい
ない、ヘルプの出し方がわからないということも多い。 

・ アウトリーチ団体だけで困難な状況にある若年女性を見
つけることは困難である。 

 

 

公園での声がけ 

見回り・インターネットによるアウトリーチ支援 取組事例１ 

 
LINE 相談窓口 

 
見回り時の配布チラシ 

 
SNS への書き込み 

 
居場所の様子 

https://sodachinoki.org/
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支援プロセス２：相談支援 

 

（１）相談支援とは 

●情報を把握し、必要な情報提供や支援内容を考えるための対話の場          

 相談支援においては、接点を持った人の情報をできるだけ把握し、必要な情報提供や

支援内容を考えるために、最終的には直接本人と会話することが重要です。相談支援の

手法には、SNS上での個別メッセージのやり取りから、電話相談、対面での相談まで

様々なものが含まれます。最初の信頼関係をつくる段階で SNSを使い、途中で対面機

会をつくることもあります。特にリスクが高い状況ほど、可能な限り速やかに直接会っ

て話を聞く機会を設ける必要があります。 

 

（２）SNS での相談対応を進める 

●SNS を通じて事情を把握し、ハイリスク者を電話相談、対面相談等へつなげる      

 支援機関として相談受付をする場合には、電話、メール、SNS、面談と、複数のチャ

ネルを設定しておくとよいでしょう。LINE 等による相談窓口を設けている団体もあり

ます。ネットパトロールでコンタクトをとる時にも、気軽に連絡してもらいやすいよう

若年女性が普段使っている LINE 等を案内することが有効です。 

 ただし、SNSでのやり取りは短文になることも多く、相手の状況が見えないまま進

むことになります。会話から相手の事情をできるだけ把握し、緊急対応が必要と想定さ

れるハイリスク者は電話相談、対面相談等へとつなげることが求められます。支援機関

として、「相談スタンス」「基本の対応手順」を定めておくとよいでしょう。 

 

 〔相談のスタンスの例〕 

 ・話を聞かせてもらい、相手のことを知りながら一緒に考えていこうという姿勢 

 ・「知りたい」「教えてほしいな」という気持ちを大切にする 

 ・相手の発言を否定せず、受け入れる 

 ・お互いを知る中で、関係性を築いていくというマインド 

 ・基本は受け止めるが、関係性を築いたうえで必要な意見や想いを伝える 

 ・状況や求めていることは個々に異なるので、１人ひとり対応していくという姿勢 

 

 〔対応手順の例〕 

 

 

 

 

 

 

 

受け止める

気持ちや状況を聞く

一緒に気持ちの整理や状況整理をし、問題点
を共有する

緊急性が感じられる場合、電話
相談、対面相談などへとつなげ

る

必要な情報提供、アドバイス、
後押しなどをおこなう
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 〔理解しておくべき SNS相談の特徴〕 

 ・何かをしながら、誰かといながら、相談メッセージを打っていることもある。 

  相談者のタイミングによっては、会話が止まってしまうことがある。 

 ・パソコンの画面と、スマートフォンの画面では文章量の印象も変わる。 

  SNSツールの特性にもあわせる必要がある。 

 ・短文でのやり取りが続くため、状況把握するには時間がかかる。 

 ・考えたり、戸惑ったりして間が空くこともあり、相手のペースは見えづらい。 

  待つべきか、メッセージを送るべきかの判断も重要である。 

 ・逆に、相手からもこちらの表情が見えないので、わかりやすい言葉を用いて伝える 

必要がある。 

 〔話の中で把握していけるとよいこと〕 

 ・「名前」「年齢」「住んでいる都道府県」「相談内容」といった基本事項 

 ・病院やカウンセリングの通院状況、診断名等 

 ・行政や福祉との関わり、利用している制度や手当（生活保護や障害者手帳、年金等） 

 ・その他、これまでや現在に関わっている支援機関等 

 ・ソーシャルサポート、周りとの関係性（親、兄弟、親戚、学校の先生、友達、恋人

等） 

 ・出来事の発生経過 

 ・自殺念慮、自殺企図に関する話の場合は、死にたい気持ちでいるのか、ロープを買っ

てきたりなど準備をしている（行動に移そうとしている）のか 

 ・問題の明確化（何に困っていて、何を一番解決したいのか） 

 ※ただしこれらは必須ではなく、次のような会話を通じて少しずつ聞いていけるとよい 

   ・連絡をしてきてくれた理由、気持ち 

   ・抱えている問題、背景と、状況や気持ちの整理 

   ・少しでも楽になれる方法を一緒に考える 

 ※相談者によっては、親に対する愛情や恐怖心等から、本当のことを言わなかったり、

嘘を言ったりする場合もある。話を聞く際には、そうした言葉の裏側にある気持ちを

汲み取り、状況を把握することが求められる。 

 〔緊急性に関する観点〕 

 ・今、暴力を受けている、危険なところにいる、性被害を受けた  

 ・今、行くところがない、家出している  

 ・自殺しようとしている 

 ・人に危害を加えそうな兆候がある 等 

 ※ただし、情報は一人で判断せず、支援機関内の相談や公的機関、民間団体との連携も

活用する 

 ※「手首を切った」「OD（オーバードーズ：薬を大量摂取）した」といった状態での連

絡がきている時には、相手の気持ちを落ち着け、処置方法を確認し、病院へいくこと

を促す。場合によっては警察に通報する。会話できる状態であれば、気持ちを落ち着

かせるように話しかける。  
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自死にまつわる相談対応・支援 取組事例２ 

■取組団体 
認定特定非営利活動法人 京都自死・自殺相談センター（京都府京都市） 

 
■事業内容 

死にたいくらい思いつめるときの心の居場所をつくるために、平成 22年に設
立。自死の苦悩を抱える方に向けた相談活動（電話・メール等）、大切な人を自死で
亡くされた方に向けたグリーフサポート、そして対外的な啓発活動に取り組んでい
ます。（団体Web サイト：https://www.kyoto-jsc.jp/） 

 
■取り組みのポイント・工夫 
①基本的な考え方 

自死の苦悩の根底には絶望的な孤独があります。他者との温かなつながりが得
られることが、その孤独からしばし解放され得る手段だと考え、活動を設計して
います。そのポイントが、心の居場所づくりと多様な価値尊重です。すべての活
動を通じて、相談者の抱える孤独をやわらげることを意識しています。 

 
②相談事業・居場所づくり 

死にたいほどの苦悩を抱えた方向けに、
「誰にも言えない本音を漏らせる場」とし
て、電話相談、メール相談を提供していま
す。また、「おでんの会」「ごろごろシネ
マ」など、リラックスできる場、ほっとで
きる場を提供しています。その他にも大切

な人を自死で亡くした方向けに個別面談な
どの事業をおこなっています。 

 
③間接支援事業：シンポジウム・研修など 

対人援助の具体的な方法論を提示する出
前研修を行っており、自死の苦悩を抱えた
方と適切な関わり方ができる人を増やして
いくこともサポートしています。対人支援
において大切なことなどの基本から、ロー
ルプレイを中心とした体験型の講座まで、
経験のない方も納得しながらすすめること
ができます。 

 
■近年の傾向と見えてきたこと 

メール相談は、毎月 100～200 件以上にの
ぼりますが、近年は家族や友人からの相談に
どう対応したらよいかという問い合わせが増
えています。本人から問い合わせがなくて
も、こうした間接的な支援でサポートを広げ
ることに意識を強めています。 

研修案内チラシ 

 
メール相談の受付 

https://www.kyoto-jsc.jp/
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・「相談者とのコミュニケーションが取りづらかった（取りづらい）」が 18歳以上で

は最も多く、18歳未満では 2番目に多くなっています。 

・18歳未満では、「相談者の保護者への対応に苦慮した（苦慮している）」が最も多

くなっています。 

・「支援との連絡が取りづらかった（取りづらい）」「支援のために必要な情報を得る

ことが難しかった(難しい)」も、18歳以上・18歳未満ともに多くなっています。 

 

  ＜18歳以上の困難な問題を抱える若年女性の支援において困っていること＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜18歳未満の困難な問題を抱える若年女性の支援において困っていること＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「困難な問題を抱える若年女性の包括的な支援に関する調査研究」に係るアンケート調査報告書   

55.0 

47.3 

42.7 

33.1 

24.7 

21.0 

13.7 

17.8 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談者とのコミュニケーションが

取りづらかった（取りづらい）

相談者との連絡が取り

づらかった（取りづらい）

支援のために必要な情報を

得ることが難しかった（難しい）

相談者の保護者への対応に

苦慮した（苦慮している）

関連部署・関係機関との連携が

取りづらかった（取りづらい）

支援のための制度が

使えなかった（使えない）

支援者の勤務時間の都合で十分な

対応ができなかった（できない）

その他

無回答
全体(n=438)

69.9 

58.3 

53.7 

38.0 

22.4 

14.4 

7.4 

9.8 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談者の保護者への対応に

苦慮した（苦慮している）

相談者とのコミュニケーションが

取りづらかった（取りづらい）

相談者との連絡が取り

づらかった（取りづらい）

支援のために必要な情報を

得ることが難しかった（難しい）

関連部署・関係機関との連携が

取りづらかった（取りづらい）

支援のための制度が

使えなかった（使えない）

支援者の勤務時間の都合で十分な

対応ができなかった（できない）

その他

無回答
全体(n=326)

コラム 困難な問題を抱える若年女性の支援において困っていること 
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主な連携機関 
＜福祉＞ 
 
 
 
 

＜教育＞ 
 

 
＜女性／暴力＞ 
 
 
 
＜医療／保健＞   ＜就労＞ 
 
 
＜司法＞      ＜民間＞ 
 
 
 

（３）対面型での相談対応をする 

●相談者の状況に応じた対面の機会の設定                      

 ハイリスクの可能性がある人は、対面、あるいは電話やビデオ通話で直接会話する機

会をつくることが必要です。「家から出られない」等の事情を伝えてくる場合もありま

すが、こちらが近くまで出向いたり、本人の都合のよい日時に合わせれば会って話すこ

とが可能かなど、相談者が考えやすいような選択肢を工夫することも重要です。 

 

 〔状況と気持ちの聞き方〕 

 ・「死にたい」「消えたい」「居場所がない」「寂しい」 

  →背景や要因を聞き取る（状況や気持ちを聞く時には時系列で確認） 

 ・「虐待」「暴力」「喧嘩」「性被害」「援交」「パパ活」 

  →中身を具体的に聞いていく（状況や気持ちを聞く時には時系列で確認） 

   （相談者が思っている内容と、支援者側が思っている内容が異なる可能性があるの

で、何について言っているかを具体的に確認する） 

 

（４）相談支援における主な連携機関 

 若年女性の相談は、児童相談所や自治体の子育て支援担当課（虐待対策担当）、子ど

も家庭支援センター、保健師、学校、警察等の関係機関や、親族・知人等を通じて寄せ

られることが多くあります。相談支援を行う際の主な連携機関は、婦人相談員、婦人相

談所、福祉事務所、児童相談所、学校、教育委員会、男女共同参画センター、配偶者暴

力相談支援センター、医療機関、ハローワーク、弁護士、民間団体など多岐にわたりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
若
年
女
性 

婦人相談員 

福祉事務所 

学校 

男女共同参画
センター 

医療機関 

本人から
の相談 

児童相談所 

児童相談所、 
子育て支援担当課 
（虐待対策担当）、 
子ども家庭支援センター、
保健師、学校、警察等 

親族・ 
知人 

関係 
機関 

婦人相談所 

教育委員会 

配偶者暴力相談

支援センター 

ハローワーク 

弁護士 民間団体 
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コラム 対面相談、出張面談、同行支援の必要性  

 

●対面相談がなぜ必要なのか？ 

文字のやり取りだけではわからないことがあります。雰囲気、話し方や声の調

子、体調、衛生状態など、家出している場合は荷物の量や服装、地方への出張面談

の場合は暮らしている環境など、会うと知ることができることがあります。なぜ相

談や支援からこぼれ落ちてきてしまったのか、どのような支援を必要としているか

がわかることもあります。 

コロナの影響で人との関わりが薄くなり、行ける場所が減っていることなども孤

独や孤立を深めることに繋がっており、コロナ禍のような有事の時だからこそ対面

相談が必要となっています。 

 

●出張面談、同行支援をなぜ行うのか？ 

特に緊急度の高い場合（家出している、生活困窮している、孤立した子育てをし

ている、妊娠している、性被害にあっている、住む場所がないなど）は迅速に出張

面談を行い、必要な支援に繋ぐことが重要です。 

相談者１人では相談窓口で話せないケース（行政への相談に敷居を高く感じてい

る、自分の状況や考えを上手く言語化できない、混乱している、精神面を含めた体

調不良の症状が出ているなど）については窓口に同行します。支援を受けることに

不安を抱えている場合もあり、背中を押す役割にもなっています。 
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〔面談時に使う相談表の例〕 

 

相談員氏名                  □電話 □面談 □保護 □同行 □その他（  ） 

  年  月  日  相談時間  ：  ～  ：  （ ）分 相談場所（       ） 

氏名  年齢 

（学年） 

 生年月日  

住所  

就学/ 

就労 

正規・非正規・自営業（フリーランス）・風俗・夜職・

学生・主婦・無職・不明・その他（      ） 

電話  

メールアドレス  

知ったきっかけ：HP・Web 広告・twitter・インスタ・掲示板・テレビ・紹介・街頭・その他（   ） 

 

 心の状態 孤独感・つらい・苦しい・居場所がない・自責感・その他（  ） 

 メンタルヘルス 精神疾患・不眠・摂食障害・フラッシュバック・トラウマ・依存症・その他（ ） 

 自殺念慮 死にたい・消えたい・生きる意味がない・自殺企図・その他（ ） 

 自傷行為 リストカット・OD・瀉血・抜毛・その他（ ） 

 障害 精神・知的・発達・身体・軽度の障害・その他（ ） 

 健康問題 体の病気・性感染症・その他（ ） 

 暮らし 暮らす場所がない・追い出されそう・不安定・ﾈｯﾄｶﾌｪや友人宅を転々と・その他（ ） 

 対人 友人・知人・人と関われない・依存・その他（ ） 

 仕事 人間関係・パワハラ・叱責・仕事ができない・仕事が決まらない・転職・退職 

 学校 友人関係・いじめ・教員との関係・進路・受験・退学・不登校・その他（ ） 

 家族 親、義親、きょうだい、祖父母、親の恋人、親戚、夫、子ども・その他（ ） 

 虐待 身体的・心理的・性的・ネグレクト・過干渉・両親間の DV・その他（ ） 

 子育て つらい・子どもに当たってしまう・孤立した子育て・その他（ ） 

 DV 家族間・夫婦間・デート DV・18 歳以上の家族からの暴力・その他（ ） 

 恋愛 片思い・交際相手・失恋・結婚をめぐる悩み・その他（ ） 

 LGBTs レズビアン・バイセクシャル・トランスジェンダー・性自認・その他（ ） 

 妊娠・出産・中絶 妊娠・妊娠の可能性・出産・中絶・その他（ ） 

 引きこもり 外に出られない・人が怖い・就業についての不安・その他（ ） 

 ネットトラブル SNS・出会い系・リベンジポルノ・ネット上の対人トラブル・犯罪被害・搾取・その他（ ）  

 薬物 処方薬・市販薬・違法薬物・依存・その他（ ） 

 ストーカー つきまとい・待ち伏せ・脅し・ネットストーカー・その他（ ） 

 家出 泊め男（女）・ネットカフェ・公園・出会いカフェ・風俗・友人・知人宅・その他（ ） 

 援助交際 援助交際・パパ活・ひととき融資・その他（ ） 

 JK ビジネス リフレ・コンカフェ・見学店・その他（ ） 

 性被害 性的虐待・レイプ・強制わいせつ・セクハラ・痴漢・リベンジポルノ・自画撮り被害・その他（ ）  

 貧困 経済苦・借金・食べるものがない・その他（ ） 

 犯罪被害 トラウマ・生活の変化・裁判起訴・その他（ ） 

 その他 非行・（  ） 

 

主訴  家族構成 家族・一人暮らし・その他（   ） 

過去の相

談・支援 

 現在受けてい

る支援 

 

収入状況 就労・親族の支援・生活保護・年金・ 

その他（   ） 

連絡先 

情報連絡先 

 

対応 □カウンセリング □他機関連携 □情報提供 □その他 
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女性が暮らしやすい社会となるために 取組事例３ 

■取組団体 
NPO法人 ハッピーウーマンプロジェクト（富山県富山市） 

 
■事業内容 

婦人科に行きにくいという声で活動がはじまり、女性が暮らしやすい社会は誰に
とっても暮らしやすい社会だという考えのもと、女性の健康支援から DV、虐待と
いったテーマも含め、相談事業、講座開催、専門家講師派遣などを行っています。 
（団体Web サイト：https://happy-woman-project.net/） 

 
■取り組みのポイント 
①講師派遣・講座開催事業 

多様性理解やハラスメント対応等を扱う企業向け講座、心と身体を大切にする
セクシュアリティ教育など学校向け講座、また女性の健康やコミュニケーショ
ン、社会課題などを扱う一般向け講座をおこなっています。 

 

②相談事業 
女性の健康や不妊、性暴力に関する

相談や予期せぬ娠妊のホットライン、
SNS相談事業を富山県から受託してい
ます。その他女性の語り合い事業や企
業向けハラスメント外部相談窓口など
も対応しています。 

 

 
③民間シェルター 

令和３年には、DV被害者等困難を抱える女性の自立支援パイロット事業とし
てシェルターを開始しました。富山県には女性の保護や自立支援を行う婦人保護
施設がなく、相談につながっても帰る場所がない女性に、心の回復や自立までの
切れ目のない支援を行いづらかったという背景がありました。 

 
■課題・苦労している点 
①ある支援ケースの例 

児童養護施設卒園後に居場所が持
てず、支援機関にもなじめず、転々
としてしまった若年女性の場合、民

間シェルター開設前だったこともあ
りサポートの難しさがありました。
図のような機関がこの若年女性に関
わったものの、なかなか自立まで至
らない状況でした。 

 
②活動継続における課題 

マンパワー不足、資金力不足は大きく、民間シェルターの運営費も厳しい状況
です。さらに富山県に婦人保護施設がない点についても、代替となるものが必要
だと考えています。 

 

相談先の案内例 

 
事例発表資料より 

15

・児童養護施設 ・警察
・児童相談所（18歳未満） ・病院（内科、婦人科）
・市家庭や子どもに関する課 ・グループホーム
・男女平等推進センター/女性相談センター
・ハローワーク ・社会福祉協議会
・よりそいホットライン
・チャイルドライン
・BOND（東京）
・民間居場所A
・障害者サポートセンター
・その他   
・NPO法人ハッピーウーマンプロジェクト

◆食料支給（フードバンク等）、食事提供
◆物資提供（タオルケット等）◆職場体験
◆アドヴォカシー（代弁：契約解除、他機関との交渉）
◆病院同行（内科、婦人科：月経痛、ＰＭＳ）
※民間シェルターKiteKite開設前

Ａさんが卒園してから関わった機関

彼女はつながる力を持
っていたけれど、安心で
きる居場所がなかった

https://happy-woman-project.net/
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支援プロセス３：施設、シェルター等での保護 

 

（１）施設、シェルター等での保護が必要な理由 

●行くところがない若年女性を、施設やシェルター等で保護する             

 家族関係に問題があることで、家が安心できる場所ではない若年女性も多くいます。

しかし、家出をしても行くところがないことから、泊め男※等を頼る女性もいます。そ

うした時に、施設、シェルター等の活用を検討する必要があります。むろん、すべての

支援団体が施設等を確保する必要があるわけではありません。そうした施設等を持つ団

体と連携し、保護することも可能です。 
 

 ※泊め男：「とめお」と読みます。家出している女性や泊まる場所を探している女性に SNS

でコメントを送るなど、女性たちとつながりたい気持ちから何らかのアクション

を起こしている男性のこと。 

 

（２）シェルターでの保護を行う 

●一時保護及び中長期的な住まいとして提供するシェルターでの支援             

 シェルターには、公的シェルターと民間シェルターがあります。公的シェルターとし

ては、一時保護を行う一時保護所及び中長期的な支援を行う婦人保護施設があります。 

夜間パトロール等で急遽保護が必要な人に出会った場合、シェルターを活用し危険が

起こらないように保護したうえで、翌日改めて事情を確認し、家庭や他機関等への橋渡

しをサポートします。 

 一方、シェルターをもう少し長い期間、住まいとして提供することもあります。住所

や身分証明書がないと、自立に向けた準備もできないことから、自立支援に向けた基盤

として、衣食住や心のケアをおこなえる場として活用します。 

 

 〔一定期間過ごすシェルターで提供するもの〕 

 提供する観点 具体的には 

安心できる生活 衣食住の提供 

生活習慣の獲得 料理・洗濯・掃除・お風呂の入り方・食べ方等 

心のケア スタッフとの会話、面談、専門家の支援、 

共同生活者との関係づくり 

つながりを増やす 必要に応じて他の支援機関や自助グループ等の紹介 

自立へのサポート 仕事を課す、自立までの計画を一緒に建てる、家探し

等自立準備の補助 
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（３）施設での保護につなげる 

●支援につながるためのサポートを行う                        

 一時保護所や婦人保護施設等での支援につながるためには、行政窓口に相談に行くこ

とが必要となります。しかし、相談者本人がうまく自分の状況を伝えられないこともよ

くあります。そこで、相談者が行政窓口にいく時に同行したり、伝え方をサポートした

りすることも時には重要になってきます。 

 対応する行政側としては、相談の一つの側面だけを見て各課で個別対応するのではな

く、若年女性として複合的な問題を抱えていることを推察し、包括的な支援を行う体制

を整えていくことが求められます。その際には、LGBT に配慮した施設の提供や支援の

あり方も求められています。 

 

（４）専門家相談支援や同行を行う 

●専門的支援につながるための意思づくりや同行サポートを行う                

 施設、シェルター等の居場所を提供する支援のなかには、適切な専門家・専門機関に

つなげることも含まれます。たとえば妊娠や出産に関する悩みを抱えている場合は、医

療機関を受診する必要があります。また、DV被害等は弁護士や警察との連携が必要に

なることもあります。一方、本人がどのように専門機関に相談するのかがわからない結

果、時間が過ぎてしまうことも多々あります。 

 支援機関は、相談に行こうとする意思づくりをサポートしたり、本人の不安を緩和す

るために同行サポートをすることが必要ですが、本人が自ら専門家に相談する、医療機

関を受診するなどの意思を持ってもらうことが何より重要なため、面談等で本人の思い

に寄り添いながら支援を進めていくことが求められます。 

 

（５）相談室等、カフェ型の居場所を提供する 

●気軽に相談できる、オープンな居場所の提供はアウトリーチにも役立つ         

 施設、シェルター等の他に、気軽に立ち寄れる場、相談できる場として、たとえば固

定の曜日に予約なしでも立ち寄れるようなオープンな場をつくることが考えられます。 

 支援機関の事務所内等、固定の場所がつくれる場合は、同じ場所で、毎週何曜日の何

時からと固定して開設するとよいでしょう。開いている日時が明確であれば、訪問者側

も訪れやすくなります。情報はホームページに掲載して検索してもらえるようにしてお

きます。また、アウトリーチ型でコンタクトをとる時にも「よかったら立ち寄ってくだ

さい」と案内に加えることができます。 
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主な連携機関 

相談機関         受入機関 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（６）リスクへの対処に留意する 

●加害者からの暴力等のリスクを想定する                      

 例えば、DV被害を受けている相談者の場合、居場所の提供やアウトリーチを行うこ

とにより、加害者からさらに暴力を振るわれることとなるリスクがあります。また、支

援者においても、加害者が訪れる可能性のある場面に遭遇した時に加害者から暴力を振

るわれるリスクがあります。こうしたリスクを想定し、回避するよう対処することに留

意する必要があります。 

 

（７）施設、シェルター等での保護における主な連携機関 

相談者の抱えている問題に応じて、婦人相談員や婦人相談所、児童相談所、福祉事務

所などへの相談を行った後、行政の支援として婦人保護施設や民間シェルター等での保

護につながることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 再非行防止に向けた支援  

NPO法人再非行防止サポートセンター愛知では、若年女性の再非行防止に向けた

支援を行っています。支援を行う中での工夫をいくつかご紹介いたします。 

・サポート体制として、非行経験あり、我が子が非行経験あり、非行経験なしの３チ

ームを設置している。 

・サポートスタッフは、無償ではなく有償ボランティアとしている。 

・住まいのサポートは、１棟１室契約とし、一人暮らしのサポートをつけている。 

非行少女は、正しい言葉が聞きたいのではなく、信頼できる人の言葉が聞きたい

ため、犯罪性のない信頼できる人との繋がりが必要であり、非行少女と関わる人が

増えることが望まれています。 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
若
年
女
性 

福祉事務所 

一時保護所 

母子生活 
支援施設 

児童相談所 

婦人相談所 

配偶者暴力相談

支援センター 

民間 
シェルター 

婦人相談員 

婦人保護施設 
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「シェルターなどの居場所として使える社会資源の確保」「事例・ノウハウ

の共有」が 18歳以上・18歳未満ともに多くなっています。 

 

＜18歳以上＞ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ＜18歳未満＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

典：「困難な問題を抱える若年女性の包括的な支援に関する調査研究」に係るアンケート調査  

コラム 困難な問題を抱える女性の支援対応において、今後改善すべき（実施すべき）こと 

73.7 

59.2 

54.7 

54.3 

25.9 

10.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

シェルターなどの居場所として

使える社会資源の確保

事例・ノウハウの共有

就労支援や金銭給付などの施策の整備

相談技術の向上

関係機関との情報共有や連携

その他

無回答
全体(n=510)

70.7 

54.3 

53.7 

51.1 

28.4 

10.1 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

シェルターなどの居場所として

使える社会資源の確保

事例・ノウハウの共有

相談技術の向上

就労支援や金銭給付などの施策の整備

関係機関との情報共有や連携

その他

無回答
全体(n=348)
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支援プロセス４：自立支援・アフターケア 

 

（１）自立支援・アフターケアに必要なこと 

●本人の自立への意思を高めるサポートから始めることが重要                       

 働ける年齢であれば、仕事を探して収入を得て、自らの力で生活できるようになって

いくことが自立支援の１つのプロセスです。しかし、抱えている困難を通じて心が不安

定になっている人も少なくありません。シェルター等で支援を続けている場合は、面談

を重ねながら本人の自立への意志を高めていくところから始めます。 

 

（２）専門機関や行政手続、病院等への同行 

●自立に向けた手続等を、本人の意思で行えるようサポートする              

 たとえば生活困窮に陥り、精神的にも不安定になっている状態からの自立をめざす場

合、病院の精神科での診察、婦人相談所を介した婦人保護施設への入所などのサポート

が有効です。 

 また、病気等体の問題を抱えている人や、妊娠している人もいます。その場合は、ま

ずその整理が自立支援の手前で必要となります。特に妊娠の場合は、活用できる制度や

中絶可能な期間等に関する知識が乏しい人もいます。病院へ同行する、現状を一緒に整

理するなど、本人の意志を固めるサポートが求められます。 

ポイントは、混乱している状況からメンタルケアや生活面を落ち着かせるための回復

支援を行い、本人の意思で動くことができるようになるよう行政側と NPO等の方たち

と適切に役割分担を行い、根気強くサポートすることです。 

 

（３）定期的なフォロー・相談対応・メンタルケア 

●本人の希望・状況に応じた継続的な支援を実施する                   

 他の専門機関に紹介した場合でも、アフターフォローを行うことが重要です。困った

時にはいつでも連絡ができるよう連絡先を持っておくだけでも、本人の心が落ち着くこ

ともあります。本人から希望があれば、つないだ他機関と連携をとりながら話を聞く役

割を担うことも考えられます。 

 自団体のシェルターでの生活を続ける際には、本人の日常的な変化やメンタル面にも

気を配りながら、自立支援への伴走をしていきます。 
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（４）自立支援における主な連携機関 

 自立支援においては、「住まい」「健康・医療」「就労」「家計・借金」などの若年女性

が抱える問題に応じて、さまざまな機関との連携が必要となります。 

 

相談・支援の内容 主な連携機関 

住まい 婦人相談所、婦人保護施設、母子生活支援施設、民間シェル

ター、市区障害者虐待被害者支援センター、社会福祉協議

会、ハローワーク、公営住宅係、福祉事務所、警察等 

健康・医療 医療機関、保健所、福祉事務所、婦人相談所、保育所・学

校、児童相談所、警察等 

就労 ハローワーク、福祉事務所、社会福祉協議会等 

家計・借金等 福祉事務所、教育委員会、学校、社会福祉協議会、弁護士、

法テラス、警察、民生委員・児童委員、ハローワーク等 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 自治体での事業化に向けて  
 

 自治体で事業を行う際には、予算や人員体制など、クリアしなければならない点が

いくつもあります。令和３年度より若年女性支援の取組を始めた札幌市の取組より、

事業化の検討にあたり考えていただくきっかけとなるポイントをご紹介いたします。 

 

●若年女性支援は、大都市だけの問題なのか？ 

 誰にも相談できない悩みを抱えることや、暴力や性的な被害に遭う可能性はどこ

にでもあり、住んでいる場所とは無関係です。そして、居場所を求めて都市部に集

まってきます。今は SNSで誰とでも繋がれる時代だからこそ、都市部だけでの問

題ではありません。 

 

●若年女性の問題は、自己責任ではない 

  家にお金がない、居場所がないことは、彼女たちの責任ではありません。支援が

必要な人に適切な支援を届けることが、行政の役割です。効果の見えづらい事業で

すが、必要としている人は少なくありません。 

 

●官民連携は難しい？ 

  行政は、事業を始めるまでは大変ですが、続けていくことが得意な面がありま

す。民間団体は素早く活動を始めることができますが、続けていくことが大変な面

があります。だからこそ、一緒に取り組んでいく意義があると考えます。 
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子ども・家族まるごとの支援 取組事例４ 

■取組団体 
特定非営利活動法人 抱撲 （福岡県北九州市） 

 
■事業内容 

昭和 63年に、ホームレス状態にある方向けの炊き出しをしたところからはじま
り、生活困窮者の経済的困窮と社会的孤立に同時に取り組む支援の仕組みをつくっ
ています。炊き出し、パトロール、相談会、居住支援、子どもへの学習支援、就労
支援といった活動ならびに社会福祉施設等の運営も行っています。 
（団体Web サイト：https://www.houboku.net/） 

 
■取り組みのポイント 

①基本的な考え方 
経済的困窮（ハウスレス）と社会的孤立（ホームレス）の問題は分けて考え、

社会参加や自立支援を一体的に行っています。 
 

②包摂型世帯支援：「子ども・家族 marugoto 支援」 
ホームレス経験者や若年困窮者の約 5割が中卒・高校中退であったり、生育環

境課題を抱えていたという実状から、平成 25年より子どもへの学習支援をはじ
めました。さらに、子どもの貧困は子どものいる世帯の貧困と同期しており、子
どもの学習や食事支援だけで解決するのは難しい点が見えてきたことから、包摂
型世帯支援へと活動を進化させています。行政等の機能としては縦割りで対応が
わかれてしまいがちなところを、子どもと家族・世帯の問題として次のような観
点で一体的に支援するものです。 

 １．訪問型相談支援：訪問や面談による家庭と
の信頼関係づくり他 

 ２．生活支援：掃除や片付けなどの環境整備他 
 ３．居場所支援、社会参加支援：居場所の運

営、社会参加イベント機会提供他 
 ４．学習支援（集合型、訪問型）：学習支援の

実施、集合型学習支援への送迎他 
 ５．就労支援：就労訓練事業との連携、協力企

業でのアルバイト支援他 
 ６．居住支援：サブリース契約をしている部屋

への入居支援他 
 

③見守り支援付き住宅の運営：「プラザ抱撲」 
住宅確保困難者の方に、住宅支援をすることで安定した暮らしが行えるように

なるよう、住宅確保の支援（契約支援他）の他に、地域互助支援、生活サポート
を含めた見守り支援付施設「プラザ抱撲」の運営も行っています。入居者は一定
の家賃を支払い、次のような伴走支援を受けながら暮らしを確立していきます。 

 
 ・常駐の管理人による日常的な見守り（安否確認） 
 ・自立生活サポートセンターによる専門的支援 
 ・原則、断らない賃貸借保証  
 ・月 2回の安否確認オートコール 他 

 

 

https://www.houboku.net/
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５．官民連携・地域連携に向けて 

 

 困難な問題を抱えている若年女性の支援は、ケースにより支援内容がさまざまであ

り、その範囲も多領域にわたるため、支援の関係者が連携することが重要であり、官民

連携、地域連携の体制が欠かせません。それぞれの組織内においても、関係機関で情報

を共有し、支援が途切れることのないよう、包括的な支援を意識した体制づくりが重要

です。 

 

（１）行政内の連携 

相談の一つの側面だけを見て各課で個別対応するのではなく、若年女性として複合

的な問題を抱えていることを推察し、包括的な支援を行う体制づくりを進めることが

期待されます。そのために、まず、若年女性が抱える困難な問題の現状や支援の必要

性を関係部署が理解することが第一歩であり、理解に向けた周知を進めていくことが

重要です。 

 

（２）官民連携 

支援の関係者が一堂に会する場（関係機関連携会議等の会議体）がある場合は、その

場を活用し、共通認識づくり、仕組みづくり、人的交流等を進めることが重要です。そ

うした場がない場合は、支援の関係者が集まる場の設置に向けた働きかけやネットワー

クの構築を検討することが考えられます。若年女性の問題が家族の問題と連動する時に

は相互の情報共有、仕事の問題と関連する時には職業訓練機関や就労支援機関へのスム

ーズな紹介ルートの確立など、多角的な連携体制の整備が生じる領域であるため、官民

連携を推進していくことが求められます。 

 

（３）地域連携 

団体間でそれぞれの主たる支援領域を共有し、どのような相談に発展したらどの団体

につなげばよいか、相互に認識される状態をつくる必要があります。また、地域の専門

家や医療機関で協力的なところを巻き込み、さまざまな課題をカバーできる地域体制を

つくっていくことが求められます。 
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民間支援団体と連携している機関が、半数を超えています。一方で、民間支援

団体と連携体制を築く際の問題点については、「連携できる民間支援団体が少な

い」という声も多くなっています。 

＜民間支援団体との連携状況＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 
＜民間支援団体と連携体制を築く際の問題点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若年女性支援において利用したいが利用できていない社会資源については、「民

間支援団体」（13.8％）が最も多く、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ

プ支援センター」（11.2％）、「外国人への支援組織」（10.7％）と続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「困難な問題を抱える若年女性の包括的な支援に関する調査研究」に係るアンケート調査   

全体(n=275) 56.4 27.6 0.7 12.0 3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

民間支援団体と連携している 民間支援団体との連携はあまりできていない

民間支援団体がほとんど活動していない その他

無回答

51.6 

20.7 

19.3 

24.4 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

連携できる民間支援団体が少ない（ない）

財政面を含めた民間支援団体

への支援が困難である

その他

問題点は特にない

無回答
全体(n=275)

コラム 民間支援団体との連携 

調査数 婦人相談
所

婦人相談
員

児童相談
所

婦人保護
施設

配偶者暴
力相談支
援センター

男女共同
参画支援
センター

福祉事務
所

子ども家
庭支援セ
ンター

全体 1019 4.5 4.0 3.6 8.9 6.7 4.7 1.2 4.1

母子生活
支援施設

児童養護
施設

乳児院 自立援助
ホーム

社会福祉
協議会

母子・父子
福祉セン
ター

保健所 警察 弁護士 学校

7.3 4.1 3.5 10.6 1.8 5.6 3.6 2.3 5.6 4.1

民間支援
団体

医療機関 ハロー
ワーク

民生委員・
児童委員

外国人へ
の支援組
織

性犯罪・性
暴力被害
者のため
のワンス
トップ支援
センター

法テラス
等法律相
談窓口

その他 特にない 無回答

13.8 3.6 2.9 3.6 10.7 11.2 4.6 2.2 26.9 34.2
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■事業開始の背景 
令和元年６月に札幌市で起きた２歳女児衰弱死事案の検証報告書の中で、女児の母親については、

「妊娠・人工妊娠中絶、交際相手との関係や精神的な不調、高等学校の入学・休学や就労の問題な

ど、10 代後半の女性として見られる様々な諸課題が見られるが、これらの対応が十分に図られるこ

とはなかった。要因として、思春期・若年期に焦点を当てた支援の枠組みが、市はもとより、国の

施策としても不足しているのが実情である。」と述べられ、思春期・若年期に焦点を当てた支援の枠

組みの必要性が提言されました。 

 

■事業の対象者 
暴力被害や性的搾取を含めた身体的・心理的な被害に遭っている又は遭う可能性のある 10 代後半

から 20 代の思春期・若年期の女性。 

 
■事業の概要 

 ①アウトリーチ支援・・ＳＮＳを用いた呼びかけや相談、ネットパトロール、繁華街の夜回りを実 

施し、若年期の女性達に積極的に支援と情報を届ける。 

②居場所の確保    ・・落ち着いて今後の生活について相談できるよう、一時的な「安全・安心な 

居所」の提供を行い、相談、見守り支援を実施。 

③自立支援        ・・学校や家族との調整、同行支援、就労支援、医療機関との連携による支援 

など自立に向けた伴走型の支援を実施。 

④関係機関連携会議・・行政機関、民間支援団体などによる関係機関連携会議を設置。対象者の 

抱える問題の状況に応じて関係機関へつなぐ。 

 

 ■支援団体との連携 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

■事業を開始して見えてきた課題 
 
①連携強化・・売春防止法や児童福祉法、母子保健法の隙間にいる若年期の女性達を支援するため

に、公的機関がどのように連携できるのか、具体的な協力体制の構築が必要です。 

また、市外居住者からも相談が寄せられることから、市町村間の連携も課題となって 

います。 

②情報提供・・支援を必要としている人、支援が必要だと気づけないくらい過酷な状況にいる人に必

要な情報を届けるため、更なる事業周知が課題となっています。 

③自立支援・・安全・安心な居場所から自立に向けて準備できるよう、困難を抱えた若年期の女性達

が入居しやすい住宅等をどう準備していくのか、また、多様な困難に対応できる支援者

の人材の育成等が課題となっています。 

 

札幌市困難を抱える若年女性支援事業 取組事例５ 

〇「cloudy」は、DV 被害者の支援、 

ひとり親への支援、性暴力被害者

支援、LGBT やホームレス女性な

どへの支援を行っている団体が、

協力して暴力や貧困に苦しんでい

る女性たちを支援している札幌市

の民間団体のネットワークです。 

〇LiNK とも連携し、若年期の女性の

支援を行っています。 

札幌市困難を抱える若年女性支援事業 
安心してつながれる、相談できる、関係機関が連携して必要と
している支援につないでいくという想いを込め「ＬｉＮＫ」と
いう名前をつけました。（事業開始：令和 3年 8月） 
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Ⅲ.参考資料 

１．若年女性が抱える問題と相談先・関係機関の一覧 

 ※若年女性が抱える問題の個々のケースにより、相談先・関係機関とのつながり方や相談の優先順位等が変化します。      
それぞれのケースに応じて、ご参照ください。 

 

 婦
人
相
談
所 

婦
人
相
談
員 

児
童
相
談
所 

婦
人
保
護
施
設 

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

男
女
共
同
参
画
支
援
セ
ン
タ
ー 

行
政
窓
口
（
各
所
管
課
） 

福
祉
事
務
所 

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー 

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
窓
口 

母
子
生
活
支
援
施
設 

児
童
養
護
施
設 

乳
児
院 

自
立
援
助
ホ
ー
ム 

社
会
福
祉
協
議
会 

母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー 

保
健
所 

警
察 

弁
護
士 

学
校 

教
育
委
員
会 

民
間
支
援
団
体 

医
療
機
関 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク 

民
生
委
員
・
児
童
委
員 

外
国
人
へ
の
支
援
組
織 

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の 

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー 

法
テ
ラ
ス
等
法
律
相
談
窓
口 

地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

心の状態 〇 〇 〇 〇     〇        〇   〇  〇 〇   〇    

        〇 〇 〇 〇             〇   〇  〇 〇   〇    

自殺念慮 〇 〇 〇 〇             〇     〇 〇   〇    

自傷行為 〇 〇 〇 〇             〇     〇 〇   〇    

障害 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇    〇  〇  〇   〇  〇 〇   〇    

健康問題 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇        〇   〇  〇 〇   〇    

暮らし 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇       〇   〇 〇    

対人 〇 〇 〇 〇  〇  〇 〇          〇 〇  〇    〇  〇  

仕事 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇      〇  〇  〇   〇 

学校 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇          〇 〇 〇    〇    
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 婦
人
相
談
所 
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困
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療
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民
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・
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ワ
ン
ス
ト
ッ
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援
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タ
ー 

法
テ
ラ
ス
等
法
律
相
談
窓
口 

地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

家族 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇           〇  〇   〇     

虐待 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇   〇 〇 〇    〇 〇   〇 〇   〇    

子育て 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇  〇 〇  〇 〇    

DV 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇    〇       〇 〇   〇    〇 〇 〇  

恋愛 〇 〇 〇 〇                  〇    〇 〇 〇  

LGBTs 〇 〇 〇 〇                  〇    〇    

妊娠・出産・中絶 〇 〇 〇 〇   〇    〇 〇 〇   〇      〇 〇   〇  〇  

引きこもり 〇 〇 〇 〇   〇          〇   〇 〇 〇    〇   〇 

ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞ  〇 〇 〇 〇              〇 〇   〇    〇  〇  

薬物 〇 〇 〇 〇             〇 〇    〇 〇   〇    

 ﾄｰｶｰ 〇 〇 〇 〇              〇  〇  〇    〇    

家出 〇 〇 〇 〇              〇  〇  〇    〇    

援助交際 〇 〇 〇 〇  〇            〇    〇    〇 〇   

JK ﾋﾞｼﾞﾈ  〇 〇 〇 〇  〇            〇    〇    〇 〇   

性被害 〇 〇 〇 〇 〇 〇            〇    〇 〇   〇 〇 〇  

貧困 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇      〇 〇   〇  〇  

犯罪被害 〇 〇 〇 〇          〇    〇 〇   〇    〇 〇 〇  



38 
 

２．児童福祉及び婦人保護に関する社会福祉施設等一覧 

 児童養護施設 児童相談所 
一時保護所 

自立援助ホーム 母子生活支援施設 

目的・ 
対象者 

保護者のいない児
童、虐待されている
児童 
その他環境上保護を
要する児童(特に必要
な場合は、乳児を含
む）を入所させ、養
護し、あわせて退所
者に対する相談を野
田の自立のための援
助を行う 

・児童相談所に付設
若しくは密接な連
携が保てる範囲内
に設置され、児童
相談所長又は都道
府県知事等が必要
と認める場合に、
児童の一時保護を
行う施設 

・警察署、福祉事務
所、児童福祉施
設、里親その他適
当な者に一時保護
を委託可能 

・児童自立生活援助
事業として、第二
種社会福祉事業に
位置付けられ、義
務教育終了後、他
の社会的養護（児
童養護施設、里
親、児童自立支援
施設など）の措置
を解除された青少
年及び都道府県知
事が認めた青少年
に自立のための援
助及び生活指導を
行う 

・児童を養育してい
る母子家庭を入所
させ、保護すると
ともに、これらの
者の自立の促進の
ためにその生活を
支援することを目
的とする施設 

・母子家庭のほか、
配偶者からの暴力
（DV)などの被害女
性で、養育する児
童がいる場合も対
象 

年齢 対象の児童は18歳未
満(必要があれば20歳
まで利用可能） 

対象の児童は18歳未
満(必要があれば20歳
まで利用可能） 

義務教育を終了した
満20歳未満の児童等
（場合により22歳ま
で） 

対象の児童は18歳未
満(必要があれば20歳
まで利用可能） 

期間 平均在所期間：5.2年
（H30調査） 

原則2カ月以内(必要
があれば利用可能） 

平均入居期間：1.1年
（H30.2月） 

在所期間は利用世帯
により異なる 

根拠法 児童福祉法第41条 児童福祉法第33条 児童福祉法第６条の
３、同法第33条の６ 

児童福祉法第38条 

施設基
準等 

・居室一室の定員は4
人以下(1人につき
4.95㎡以上） 

・職員は児童指導
員、保育士、個別
対応職員、家庭支
援専門相談員、調
理員等、嘱託医そ
の他必要に応じて
栄養士 

・設備・運営につい
ては児童養護施設の
基準を準用 
・通学等の行動の自
由が制限される場合
がある 

・入居定員は、5人以
上20人以下 

・日常生活を支障な
く送るために必要
な設備を有し、職
員が入居児童に対
して適切な援助及
び生活指導を行う
ことができる形態
であること 

・居室の床面積は、
一人当たり4.95m2
以上。一居室当た
りの入居児童はお
おむね2人まで。男
子と女子は別室と
する 

・母子室(居室）には
調理設備、浴室、
トイレを設けるも
のとされ、面積は
30㎡以上 

・職員は母子支援
員、少年指導員、
調理員等、嘱託医
その他必要に応じ
て心理療法担当職
員等 

入所の
判断 

入所の可否は児童相
談所が調査し判断 

必要と認める場合に
児童相談所長が一時
保護を決定 

里親やファミリーホ
ームへの措置委託や
社会的養護関係施設
での措置を解除され
た児童、あるいは都
道府県知事が自立の
ための援助及び生活
指導等が必要と認め
た場合 

利用の可否は本人の
申請の基づき福祉事
務所が調査し判断 

費用 費用は世帯の所得に
応じて負担 

費用負担なし 本人負担あり 費用は世帯の所得に
応じて負担(光熱水道
費は実費負担） 

施設数
等 

施設数：612ヶ所 
利用者数：24,539人
（R2.10) 

施設数：136ヶ所
（H29.4) 
一時保護件数：
23,276件（H27年
度） 

施設数：193ヶ所 
利用者数：662人 
（R1.10） 

施設数：221ヶ所 
利用者数：3367世
帯、児童5626人 
（R2.3） 
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 婦人保護施設 婦人相談所 
一時保護所 

配偶者暴力相談支援センター 

目的・ 
対象者 

元々は売春を行う恐れのある
女子(要保護女子)を収容保護
する施設だったが、DVなどの
被害者や家庭環境の破綻、生
活の困難など、様々な事情に
より社会生活を営む上で困難
な問題を抱えている女性も保
護の対象。これらの者の保
護、自立のための支援を行う 

・婦人相談所に併設され、Ｄ
Ｖ被害者及びその同伴児童
に係わる短期間の一時保護
を行う施設（中長期的な支
援が必要な場合、婦人保護
施設への入所措置を行う） 

・適切な保護が見込まれる場
合、民間シェルター等へ一
時保護を委託することも可
能 

・都道府県が設置する婦人相
談所又は都道府県・市町村
が設置する適切な施設にお
いて、DVの防止、被害者の
保護のための業務を行う 

・主な業務は、相談、カウン
セリング、緊急時における
安全の確保、支援施策利用
のための情報提供その他の
援助 

年齢 年齢制限なし 年齢制限なし 年齢制限なし 

期間 平均在所日数：133.8日（R１
年度平均） 

概ね2週間程度 － 

根拠法 売春防止法第36条 売春防止法第34条 配偶者暴力防止法第3条 

施設基
準等 

・居室一室の定員は4人以下
（1人につき4.95㎡以上） 

・職員は施設長、入所者を指
導する職員その他必要に応
じて調理員等 

・居室のほか給食施設、浴室
などがあり、指導員、看護
師、調理員などの職員が配
置されている。 

・衣食その他生活に必要なも
のを給付するとともに、性
交、生活態度、心身の健康
状態等の観察を通じて必要
な指導を行う 

・職員は、支援センターの機
能を果たす施設の職員であ
れば良い。なお、相談やカ
ウンセリングを行う職員
に、特別な資格は必要ない
が、十分な研修を受けた者
であることが望ましい。
(H14年通知） 

入所の
判断 

入所の可否は本人の申請に基
づき婦人相談所長が保護を決
定 

本人の申請の基づき婦人相談
所が一時保護を決定 

－ 

費用 費用負担なし 費用負担なし 費用負担なし 

施設数
等 

施設数：39都道府県に47ヶ所 
婦人保護施設入所者数730
人、同伴家族304人（うち同
伴児童296）（R2.4） 

施設数：47ヶ所（各都道府県
に設置）（R3.6)  
利用者数：4052人、同伴家族
3536人（Ｈ30年度）   

施設数：300カ所(R３年4月１
日)、 
相談件数119,276件 
(来所：36,040件、電話
75,492件、その他：4,842
件)(H31年度4月１日～R２年
3月31日) 
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３．国の事業の紹介 

厚生労働省では、令和４年度において、女性が抱える困難な問題の多様化・複合化、複

雑化等に対応するための婦人保護事業の見直しに係る新法制定の動きを踏まえ、以下の取

組みを実施することとしています。 
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